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阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年３月22日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団条例第１号 

阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例 

阪神水道企業団水道事業の設置に関する条例（昭和41年条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

 （経営の基本） 

第３条 省略 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおり

とする。 

⑴ 給 水 対 象 神戸市、尼崎市、

西宮市、芦屋市、宝

塚市及び明石市 

⑵ １日最大給水量 815,241立方メー

トル 

 （経営の基本） 

第３条 省略 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおり

とする。 

⑴ 給 水 対 象 神戸市、尼崎市、

西宮市、芦屋市及び

宝塚市 

⑵ １日最大給水量 1,128,000立方メ

ートル 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

(以下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３条第２項第２号の改正規定は

令和９年４月１日から施行する。 

 

                                          
予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和６年３月 22 日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団条例第２号 

予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例の一部を改正する条例 
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予算で定めるべき資産の取得及び処分等に関する条例（昭和41年条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（議会の同意を得てする賠償責任の免

除） 

第２条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の２

の８第８項の規定により職員の賠償責任

の免除について議会の同意を得なければ

ならない場合は、当該賠償責任に係る賠

償額が500千円以上である場合とする。 

 

 

（議会の同意を得てする賠償責任の免

除） 

第２条 法第34条において準用する地方自

治法（昭和22年法律第67号）第243条の２

第４項の規定により職員の賠償責任の免

除について議会の同意を得なければなら

ない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が500千円以上である場合とする。 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以

下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

                                          

 

◇規     則◇ 

 
阪神水道企業団事業運営基金条例施行規則及び阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行規

則を廃止する規則をここに公布する。 

令和６年３月28日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団規則第１号 

阪神水道企業団事業運営基金条例施行規則及び阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行

規則を廃止する規則  

次に掲げる規則は、廃止する。  

⑴ 阪神水道企業団事業運営基金条例施行規則（昭和61年規則第３号）  

⑵ 阪神水道企業団庁舎建設基金条例施行規則（平成４年規則第２号）  
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附 則  

この規則は、公布の日から施行する。  

                                          
 

阪神水道企業団職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月 29 日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団規則第２号 

 

阪神水道企業団職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則 

 

阪神水道企業団職員安全衛生管理規則（平成３年規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、「事業所」

とは、阪神水道企業団分課規程（平成

18 年管理規程第１号）第１条に規定す

る課、場、センター、所及び室並びに

阪神水道企業団議会事務局設置条例

（平成 20 年条例第５号）第１条に規定

する局並びに阪神水道企業団監査委員

条例（昭和 37 年条例第４号）第 11 条に

規定する局をいう。ただし、総務部総

務課、経営企画課、財務課、技術部浄

水計画課、施設管理課及び工務課並び

に議会事務局並びに監査事務局（以下

「本庁」という。）は一の事業所とみ

なす。 

第２条 この規則において、「事業所」

とは、阪神水道企業団分課規程（平成 1

8 年管理規程第１号）第１条に規定する

課、場、センター、所及び室並びに阪

神水道企業団議会事務局設置条例（平

成 20 年条例第５号）第１条に規定する

局並びに阪神水道企業団監査委員条例

（昭和 37 年条例第４号）第 11 条に規定

する局をいう。ただし、総務部総務

課、経営管理課、企画調整課、技術部

浄水計画課、施設管理課及び工務課並

びに議会事務局並びに監査事務局（以

下「本庁」という。）は一の事業所と

みなす。 

  

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
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３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

                                          

 

阪神水道企業団職員職務発明規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月 29 日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団規則第３号 

 

阪神水道企業団職員職務発明規則の一部を改正する規則 

 

阪神水道企業団職員職務発明規則（平成 20 年規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後  改 正 前  

  

（職務発明審査会） （職務発明審査会） 

第 15 条 省略 第 15 条 省略 

２から６まで 省略 ２から６まで 省略 

７ 審査会の庶務は、総務部財務課にお

いて行う。 

７ 審査会の庶務は、総務部経営管理課

において行う。 

  

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

                                          

阪神水道企業団公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月 29 日  
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                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団規則第４号 

 

阪神水道企業団公印規則の一部を改正する規則 

 

阪神水道企業団公印規則（昭和 35 年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（保管及び責任） （保管及び責任） 

第３条 公印は次の各号に定める課、

場、センター、所及び室において管守

し、その長（以下「公印管守者」とい

う。）が保管及び使用の責に任ずる。 

第３条 公印は次の各号に定める課、

場、センター、所及び室において管守

し、その長（総務部経営管理課に財務

を担当する主幹を置く場合における第

２号の印は当該主幹）（以下「公印管

守者」という。）が保管及び使用の責

に任ずる。 

⑴ 省略 ⑴ 省略 

⑵ 金銭会計事務に使用する企業長及

び企業長職務代理者の印は総務部財

務課 

⑵ 金銭会計事務に使用する企業長及

び企業長職務代理者の印は総務部経

営管理課 

⑶及び⑷ 省略 ⑶及び⑷ 省略 

  

備考  
１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。  
２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  
３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。  
 

 

附 則  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

超過勤務手当支給規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月29日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄 
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阪神水道企業団規則第５号 

 

超過勤務手当支給規則等の一部を改正する規則 

 

（超過勤務手当支給規則の一部改正） 

第１条 超過勤務手当支給規則（昭和27年訓令第112号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （適用範囲） 

第１条 省略 

 ⑴ 監督又は管理の地位にある者 

 

 

 

 ⑵ 省略 

 

 

 （適用範囲） 

第１条 省略 

 ⑴ 監督又は管理の地位にある者（地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第

22条の４第１項の規定により採用され

た職員を除く。） 

 ⑵ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則の一部改正） 

第２条 阪神水道企業団管理職手当の支給に関する規則（昭和35年規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （支給対象者） 

第２条 省略 

 

 

 

 

 

（支給対象者） 

第２条 省略 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第22条の４

第１項の規定により採用された職員には

管理職手当を支給しない。 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
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 （阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第３条 阪神水道企業団職員の辞令式に関する規則等の一部を改正する規則（令和５年規則

第６号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

１から４まで 省略 

  

 

５ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （阪神水道企業団管理職手当の支給に関

する規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第５条の規定による改正後の阪神水道

企業団管理職手当の支給に関する規則第

６条の規定は、暫定再任用職員について

準用する。この場合において、同条中

「条例附則第９項の規定の適用を受ける

職員」とあるのは、「地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第63

号）附則第４条第１項又は第２項の規定

により採用された職員」と読み替えるも

のとする。 

 

 

   附 則 

１から４まで 省略 

 （超過勤務手当支給規則の一部改正に伴

う経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の超過勤務

手当支給規則第１条第１項第１号の規定

は、暫定再任用職員について準用する。

この場合において、同号中「第22条の４

第１項」とあるのは、「地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第63

号）附則第４条第１項若しくは第２項又

は第６条第１項若しくは第２項」と読み

替えるものとする。 

 （阪神水道企業団管理職手当の支給に関

する規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 第５条の規定による改正後の阪神水道

企業団管理職手当の支給に関する規則第

２条第２項の規定は、暫定再任用職員に

ついて準用する。この場合において、同

条中「第22条の４第１項」とあるのは、

「地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第63号）附則第４条第１

項若しくは第２項又は第６条第１項若し

くは第２項」と読み替えるものとする。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

  

   附 則 
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 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 
 

◇訓      令◇ 
訓令第２号 

庁中一般  

各  所  

 

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

令和６年３月29日 

 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部を改正する規程 

 

阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程（昭和25年訓令第99号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（就業時間等） 

第２条 省略 

２ 省略 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、職員

からの申し出を受け、所属長が公務に支

障がないと認めるときは、当該職員の就

業時間を次の区分により変更することが

できる。 

⑴ 早出 午前７時45分から午後４時30

分まで 

⑵ 遅出 午前９時45分から午後６時30

分まで 

 

 

（就業時間等） 

第２条 省略 

２ 省略 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分(以

下「改正後部分」という。)がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 
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３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

訓令第３号 

庁中一般  

各  所  

 

阪神水道企業団決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月 29 日 

 

阪神水道企業団  

企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団決裁規程の一部を改正する訓令 

阪神水道企業団決裁規程（平成６年訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表第１号（第６条関係） 別表第１号（第６条関係） 

部

名 

課

名 

部長専決事項 課長専決事項 

総

務

部 

総

務

課 

省略 省略 

経

営

企

画

課 

 １ 納入通知書

の発行に関す

ること。 

２ 振替伝票の

発行に関する

こと。 

財

務

課 

省略 

 

 

 

 

１ 納入通知書

の発行に関す

ること。 

部

名 

課

名 

部長専決事項 課長専決事項 

総

務

部 

総

務

課 

省略 省略 

   

 

 

 

 

 

経

営

管

理

課 

省略 １ 収入調定に

関すること。 

２ 納入通知書

の発行に関す

ること。 
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２ 振替伝票の

発行に関する

こと。 

３ 財務に関す

る連絡調整に

関すること。 

４ 諸収入金の

収納に関する

こと。 

５ 預り金に関

すること。 

６ 有価証券の

出納保管に関

すること。 

７ 諸税の徴収

及び納付に関

すること。 

８ 物品の出納

保管に関する

こと。 

９ １件 30 万

円以下の不用

品の処分決定

に 関 す る こ

と。 

10 物品の評価

に 関 す る こ

と。 

11 実地棚卸の

実施に関する

こと。 

12 収入伝票の

発行に関する

こと。 

13 支払伝票の

発行に関する

こと。 

３ 振替伝票の

発行に関する

こと。 

４ 財務に関す

る連絡調整に

関すること。 

５ 諸収入金の

収納に関する

こと。 

６ 預り金に関

すること。 

７ 有価証券の

出納保管に関

すること。 

８ 諸税の徴収

及び納付に関

すること。 

９ 物品の出納

保管に関する

こと。 

10 １件 30 万

円以下の不用

品の処分決定

に 関 す る こ

と。 

11 物品の評価

に 関 す る こ

と。 

12 実地棚卸の

実施に関する

こと。 

13 収入伝票の

発行に関する

こと。 

14 支払伝票の

発行に関する

こと。 
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14 証ひょう書

類の整理に関

すること。 

15 登記に関す

ること。 

16 河川、道路

等の無償によ

る一時的な使

用に関するこ

と。 

17 減価償却に

関すること。 

18 建設仮勘定

の整理に関す

ること。 

19 土地境界明

示に関するこ

と。 

技

術

部 

浄

水

計

画

課 

省略 

 

１から４まで 

省略 

 

 

 

５ １件 1,000

万円以下の工

事、修繕及び

業務委託の検

収並びに完成

の認定に関す

ること。 

施

設

管

理

課 

省略 １ か ら ４ ま で

省略 

５ 電力に係る

統計に関する

こと。 

６ １件 1,000

万円以下の工

事、修繕及び

15 証ひょう書

類の整理に関

すること。 

16 登記に関す

ること。 

17 河川、道路

等の無償によ

る一時的な使

用に関するこ

と。 

18 減価償却に

関すること。 

19 建設仮勘定

の整理に関す

ること。 

20 土地境界明

示に関するこ

と。 

技

術

部 

浄

水

計

画

課 

省略 

 

１から４まで 

省略 

５ 電力に係る

統計に関する

こと。 

６ １件 1,000

万円以下の工

事、修繕及び

業務委託の検

収並びに完成

の認定に関す

ること。 

施

設

管

理

課 

省略 １ か ら ４ ま で

省略 

 

 

 

５ １件 1,000

万円以下の工

事、修繕及び
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業務委託の検

収並びに完成

の認定に関す

ること。 

７ 電気、機械

等設備の設計

書、図面等の

整理編集に関

すること。 

工

務

課 

省略 省略 

 

業務委託の検

収並びに完成

の認定に関す

ること。 

６ 電気、機械

等設備の設計

書、図面等の

整理編集に関

すること。 

工

務

課 

省略 省略 

 

別表第２号（第７条関係） 別表第２号（第７条関係） 

部長共通専決事項 課長共通専決事項 

省略 

 

１から 12 まで 省

略 

13 １件 1,000 万円

以下の工事、修繕

及び業務委託の執

行の決定並びにそ

の変更に関するこ

と。ただし、総務

部総務課長（以下

「総務課長」とい

う。）及び総務部

経営企画課長（以

下 「 経 営 企 画 課

長」という。）の

合 議 を 必 要 と す

る。 

14 １件 1,000 万円

以下の物件調達の

執行の決定（第 16

号に規定するもの

を除く。）に関す

ること。ただし、

総務課長及び経営

部長共通専決事項 課長共通専決事項 

省略 

 

１から 12 まで 省

略 

13 １件 1,000 万円

以下の工事、修繕

及び業務委託の執

行の決定並びにそ

の変更に関するこ

と。ただし、総務

部総務課長（以下

「総務課長」とい

う。）及び総務部

経営管理課長（以

下 「 経 営 管 理 課

長」という。）の

合 議 を 必 要 と す

る。 

14 １件 1,000 万円

以下の物件調達の

執行の決定（第 16

号に規定するもの

を除く。）に関す

ること。ただし、

総務課長及び経営
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企画課長の合議を

必要とする。 

15 省略 

16 予定賃貸借料の

年額又は総額が 30

万円以下の物品の

貸借決定に関する

こと。ただし、経

営企画課長の合議

を必要とする。 

17 から 19 まで 省

略 

20 収入調定に関す

ること。 

21 その他前各号に

準ずる事項に関す

ること。 
 

管理課長の合議を

必要とする。 

15 省略 

16 予定賃貸借料の

年額又は総額が 30

万円以下の物品の

貸借決定に関する

こと。ただし、経

営管理課長の合議

を必要とする。 

17 から 19 まで 省

略 

 

 

20 その他前各号に

準ずる事項に関す

ること。 
 

別表第３号（第８条関係） 別表第３号（第８条関係） 

場長及び所長専決事項 

１から８まで 省略 

９ １件 1,000 万円以下の工事（改良工

事を除く。）、修繕及び業務委託の執

行の決定並びにその変更に関するこ

と。ただし、総務課長及び経営企画課

長の合議を必要とする。 

10 から 14 まで 省略 

15 収入調定に関すること。 
 

場長及び所長専決事項 

１から８まで 省略 

９ １件 1,000 万円以下の工事（改良工

事を除く。）、修繕及び業務委託の執

行の決定並びにその変更に関するこ

と。ただし、総務課長及び経営管理課

長の合議を必要とする。 

10 から 14 まで 省略 

 
 

  

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 



    令和６年４月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 382 号      

- 15 - 

 

◇管 理 規 程◇ 

 

阪神水道企業団管理規程第３号 

 

 阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月29日 

 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団財務規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団財務規程（平成 26 年管理規程第３号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（企業出納員） （企業出納員） 

第４条 省略 第４条 省略 

２ 企業出納員は、総務部財務課長（以

下「財務課長」という。）とする。 

２ 企業出納員は、総務部経営管理課長

（以下「経営管理課長」という。）と

する。ただし、総務部経営管理課に財

務を担当する主幹（以下「財務担当課

長」という。）を置く場合は当該主幹

とする。 

（収支金日報） （収支金日報） 

第 12 条 財務課長は、現金預金出納簿に

基づき収支金日報を作成しなければな

らない。 

第 12 条 財務担当課長（総務部経営管理

課に財務担当課長を置かない場合は経

営管理課長。以下同じ。）は、現金預

金出納簿に基づき収支金日報を作成し

なければならない。 

（会計伝票の整理） （会計伝票の整理） 

第 13 条 財務課長は、毎日会計伝票を整

理しなければならない。 

第 13 条 財務担当課長は、毎日会計伝票

を整理しなければならない。 

（経営企画課主管帳簿） （経営管理課主管帳簿） 

第 16 条 経営企画課長は、予算に関する

事項を整理するため、次に掲げる帳簿

を備える。 

第 16 条 経営管理課長は、予算、企業

債、借入金、出資等に関する事項を整
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理するため、次に掲げる帳簿を備え

る。 

⑴ 省略 ⑴ 省略 

 ⑵ 企業債台帳 

 ⑶ 借入金台帳 

 ⑷ 投資有価証券台帳 

 ⑸ 出資金台帳 

 ⑹ 長期貸付金台帳 

 ⑺ 基金台帳 

２ 財務課長は、事業に関する取引を

記録、計算及び整理並びに企業債、借

入金、出資金等に関する事項を整理す

るため、次に掲げる帳簿を備える。 

２ 財務担当課長は、事業に関する取

引を記録し、計算し、及び整理するた

め、次に掲げる帳簿を備える。 

⑴から⑶まで 省略 ⑴から⑶まで 省略 

⑷ 企業債台帳  

⑸ 借入金台帳  

⑹ 投資有価証券台帳  

⑺ 出資金台帳  

⑻ 長期貸付金台帳  

⑼ 貯蔵品出納簿 ⑷ 貯蔵品出納簿 

⑽ 固定資産台帳 ⑸ 固定資産台帳 

⑾ 仕訳日計表 ⑹ 仕訳日計表 

⑿ 物件借入台帳 ⑺ 物件借入台帳 

⒀ 物件貸付台帳 ⑻ 物件貸付台帳 

⒁ 固定資産貸付台帳 ⑼ 固定資産貸付台帳 

⒂ 固定資産借入台帳 ⑽ 固定資産借入台帳 

⒃ 所有有価証券台帳 ⑾ 所有有価証券台帳 

（収入の調定） （収入の調定） 

第 26 条 省略 第 26 条 省略 

２  収入の調定をするときは、その根

拠、所属年度、収入科目、納入すべき

金額、納入者等を記載した調定書を作

成し、経営企画課長にその写しを送付

しなければならない。 

２  収入の調定をするときは、その根

拠、所属年度、収入科目、納入すべき

金額、納入者等を記載した調定書を作

成し、経営管理課長にその写しを送付

しなければならない。 
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３ 経営企画課長は、前項の規定による

調定書の写しの送付を受けた場合は、

当該書類により振替伝票を発行し、予

算整理簿に記帳しなければならない。 

３ 経営管理課長は、前項の規定による

調定書の写しの送付を受けた場合は、

当該書類により振替伝票を発行し、予

算整理簿に記帳しなければならない。 

（納入通知書及び納付書の発行） （納入通知書及び納付書の発行） 

第 27 条 経営企画課長は、前条第２項の

規定による送付を受けたときは、納入

通知書により納入義務者に納入の通知

をしなければならない。ただし、次に

掲げる収入については、この限りでな

い。 

第 27 条 経営管理課長は、前条第２項の

規定による送付を受けたときは、納入

通知書により納入義務者に納入の通知

をしなければならない。ただし、次に

掲げる収入については、この限りでな

い。 

（収入伝票の発行等） （収入伝票の発行等） 

第 30 条 財務課長は、収入の収納を証す

る書類に基づいて収入伝票を発行し、

現金預金出納簿に記帳するとともに、

当該収入伝票に収入の収納を証する書

類を添付して企業長の決裁を受け、勘

定内訳簿に記帳しなければならない。 

第 30 条 財務担当課長は、収入の収納を

証する書類に基づいて収入伝票を発行

し、現金預金出納簿に記帳するととも

に、当該収入伝票に収入の収納を証す

る書類を添付して企業長の決裁を受

け、勘定内訳簿に記帳しなければなら

ない。 

（過誤納金の還付） （過誤納金の還付） 

第 31 条 財務課長は、収納金のうち過納

又は誤納となったものがある場合は、

当該過誤納金について振替伝票を発行

し、過誤納の事由、所属年度、収入科

目、還付すべき金額及び還付すべき納

入者を明らかにした書類を添付して企

業長の決裁を受けて、その旨を納入者

に通知するとともに、勘定内訳簿に記

帳しなければならない。 

第 31 条 財務担当課長は、収納金のうち

過納又は誤納となったものがある場合

は、当該過誤納金について振替伝票を

発行し、過誤納の事由、所属年度、収

入科目、還付すべき金額及び還付すべ

き納入者を明らかにした書類を添付し

て企業長の決裁を受けて、その旨を納

入者に通知するとともに、勘定内訳簿

に記帳しなければならない。 

（支出の手続） （支出の手続） 

第 33 条 省略 第 33 条 省略 

２ 経営企画課長は、前項の支出に関す

る書類に基づいて振替伝票を発行し、

予算整理簿に記帳しなければならな

い。 

２ 経営管理課長は、前項の支出に関す

る書類に基づいて振替伝票を発行し、

予算整理簿に記帳しなければならな

い。 

（支払伝票の発行） （支払伝票の発行） 
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第 34 条 財務課長は、支出のうち支払を

伴うものについては、債権者の請求書

等支払に関する証ひょう書類に基づい

て支払伝票を発行して企業長の決裁を

受けなければならない。 

第 34 条 財務担当課長は、支出のうち支

払を伴うものについては、債権者の請

求書等支払に関する証ひょう書類に基

づいて支払伝票を発行して企業長の決

裁を受けなければならない。 

２から３まで 省略 ２から３まで 省略 

４ 財務課長は、支払伝票に基づいて事

業の支出の支払を行い、現金預金出納

簿に記帳しなければならない。 

４ 財務担当課長は、支払伝票に基づい

て事業の支出の支払を行い、現金預金

出納簿に記帳しなければならない。 

（前渡金の保管等） （前渡金の保管等） 

第 36 条 省略 第 36 条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３  財務課長又は主管課長は、預金通

帳、証ひょう書類、前渡金受払簿等に

つき、随時調査し、又は報告を求める

ことができる。 

３ 財務担当課長又は主管課長は、預金

通帳、証ひょう書類、前渡金受払簿等

につき、随時調査し、又は報告を求め

ることができる。 

（概算払及び前金払の手続） （概算払及び前金払の手続） 

第 40 条 省略 第 40 条 省略 

２ 概算払を受けた者又は前金払を受け

た者は、支払が終わった後、債権額が

確定した後又は役務の提供が完了した

後、精算書を作成し、証拠となるべき

書類及び残金がある場合には、その残

金を添えて、財務課長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 概算払を受けた者又は前金払を受け

た者は、支払が終わった後、債権額が

確定した後又は役務の提供が完了した

後、精算書を作成し、証拠となるべき

書類及び残金がある場合には、その残

金を添えて、財務担当課長に提出しな

ければならない。 

３ 財務課長は、前項の精算書及び証拠

となるべき書類に基づいて振替伝票、

収入伝票又は支払伝票を発行し、当該

書類を添付して企業長の決裁を受ける

とともに、勘定内訳簿及び現金預金出

納簿に記帳しなければならない。 

３ 財務担当課長は、前項の精算書及び

証拠となるべき書類に基づいて振替伝

票、収入伝票又は支払伝票を発行し、

当該書類を添付して企業長の決裁を受

けるとともに、勘定内訳簿及び現金預

金出納簿に記帳しなければならない。 

（口座振替） （口座振替） 

第 41 条 省略 第 41 条 省略 

２ 債権者は、口座振替の方法によって

支払を受けようとする場合には、振替

先金融機関、振替先預金口座等を記載

２ 債権者は、口座振替の方法によって

支払を受けようとする場合には、振替

先金融機関、振替先預金口座等を記載
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した口座振替申出書によって財務課長

に申し出なければならない。 

した口座振替申出書によって財務担当

課長に申し出なければならない。 

（小切手帳の保管） （小切手帳の保管） 

第 46 条 小切手帳の保管は、財務課長が

行う。 

第 46 条 小切手帳の保管は、財務担当課

長が行う。 

（債権者の代理権及び印鑑調査） （債権者の代理権及び印鑑調査） 

第 52 条 債権者の代理関係及び印鑑は、

財務課長がこれを調査して証ひょう書

類に「代理権査了」及び「印鑑照合」

の旨を表示して証印を押さなければな

らない。 

第 52 条 債権者の代理関係及び印鑑は、

財務担当課長がこれを調査して証ひょ

う書類に「代理権査了」及び「印鑑照

合」の旨を表示して証印を押さなけれ

ばならない。 

（過誤払金の回収） （過誤払金の回収） 

第 53 条 経営企画課長は、事業の支出の

支払のうち過払又は誤払となったもの

がある場合は、過誤払を証する書類に

基づいて振替伝票を発行し、企業長の

決裁を受けるとともに、予算整理簿に

記帳しなければならない。 

第 53 条 経営管理課長は、事業の支出の

支払のうち過払又は誤払となったもの

がある場合は、過誤払を証する書類に

基づいて振替伝票を発行し、企業長の

決裁を受けるとともに、予算整理簿に

記帳しなけばならない。 

（債務免除等） （債務免除等） 

第 54 条 財務課長は、債務免除、時効等

により債務が消滅した場合は、当該債

務の消滅を証する書類に基づいて振替

伝票又は収入伝票を発行し、企業長の

決裁を受けなければならない。 

第 54 条 財務担当課長は、債務免除、時

効等により債務が消滅した場合は、当

該債務の消滅を証する書類に基づいて

振替伝票又は収入伝票を発行し、企業

長の決裁を受けなければならない。 

（預り金） （預り金） 

第 55 条 財務課長は、保証金その他事業

の収入に属さない現金を受け入れた場

合は、これを預り金として次に掲げる

区分により整理しなければならない。 

第 55 条 財務担当課長は、保証金その他

事業の収入に属さない現金を受け入れ

た場合は、これを預り金として次に掲

げる区分により整理しなければならな

い。 

⑴から⑶まで 省略 ⑴から⑶まで 省略 

（預り有価証券の受入れ及び還付） （預り有価証券の受入れ及び還付） 

第 58 条 財務課長は、前条第１項の規定

により預り有価証券を受け入れた場合

は受領書を交付し、当該預り有価証券

第 58 条 財務担当課長は、前条第１項の

規定により預り有価証券を受け入れた

場合は受領書を交付し、当該預り有価
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を還付した場合は受領書を徴さなけれ

ばならない。 

証券を還付した場合は受領書を徴さな

ければならない。 

（利札の還付請求） （利札の還付請求） 

第 59 条 財務課長は、頂り有価証券につ

いて所有者から利札の還付請求を受け

た場合は、企業長の決裁を受けて還付

しなければならない。この場合におい

て、財務課長は、受領書を徴さなけれ

ばならない。 

第 59 条 財務担当課長は、頂り有価証券

について所有者から利札の還付請求を

受けた場合は、企業長の決裁を受けて

還付しなければならない。この場合に

おいて、財務担当課長は、受領書を徴

さなければならない。 

（物品の購入（修繕）手続） （物品の購入（修繕）手続） 

第 93 条 省略 第 93 条 省略 

２ 前項の規定により作成した物品購入

（修繕）伺のうち、施設の維持補修に

係る材料及び固定資産の購入に係るも

の並びに１件 50 万円を超えるものにつ

いては、経営企画課長を経て総務課長

に送付しなければならない。 

２ 前項の規定により作成した物品購入

（修繕）伺のうち、施設の維持補修に

係る材料及び固定資産の購入に係るも

の並びに１件 50 万円を超えるものにつ

いては、経営管理課長を経て総務課長

に送付しなければならない。 

（不用物品の処分） （不用物品の処分） 

第 95 条 財務課長は、貯蔵品以外の物品

のうち不用となり、又は使用に耐えな

くなったものを、第 81 条の規定に準じ

て売却し、又は廃棄しなければならな

い。 

第 95 条 財務担当課長は、貯蔵品以外の

物品のうち不用となり、又は使用に耐

えなくなったものを、第 81 条の規定に

準じて売却し、又は廃棄しなければな

らない。 

（管理関係） （管理関係） 

第 97 条 各課長は、その所管に属する固

定資産を管理し、財務課長は、これを

総括する。 

第 97 条 各課長は、その所管に属する固

定資産を管理し、財務担当課長は、こ

れを総括する。 

２ 財務課長は、前項の事務を掌握する

ため必要があるときは、各課長に対し

固定資産に関する報告又は実地調査を

求めることができる。 

２ 財務担当課長は、前項の事務を掌握

するため必要があるときは、各課長に

対し固定資産に関する報告又は実地調

査を求めることができる。 

（交換） （交換） 

第 101 条 財務課長は、固定資産を交換し

ようとする場合は、第 33 条第１項の規

定にかかわらず、次に掲げる事項を記

第 101 条 財務担当課長は、固定資産を交

換しようとする場合は、第 33 条第１項

の規定にかかわらず、次に掲げる事項
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載した文書によって企業長の決裁を受

けなければならない。 

を記載した文書によって企業長の決裁

を受けなければならない。 

⑴から⑷まで 省略 ⑴から⑷まで 省略 

（無償譲受け） （無償譲受け） 

第 102 条 財務課長は、固定資産を無償で

譲り受けようとする場合は、次に掲げ

る事項を記載した文書によって企業長

の決裁を受けなければならない。 

第 102 条 財務担当課長は、固定資産を無

償で譲り受けようとする場合は、次に

掲げる事項を記載した文書によって企

業長の決裁を受けなければならない。 

⑴から⑺まで 省略 ⑴から⑺まで 省略 

（取得報告） （取得報告） 

第 103 条 各課長は、購入又は無償譲受け

により固定資産を取得したときは、固

定資産取得報告書を作成して財務課長

に送付しなければならない。 

第 103 条 各課長は、購入又は無償譲受け

により固定資産を取得したときは、固

定資産取得報告書を作成して財務担当

課長に送付しなければならない。 

（改良工事の精算） （改良工事の精算） 

第 105 条 工事施行課長（工事施行規程第

２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 課 長 等 を い

う。）は、改良工事が完成した場合に

は、速やかに固定資産別経費精算書を

もって工事費の精算を行い、図面を添

えて工事所管課長を経て財務課長に送

付しなければならない。 

第 105 条 工事施行課長（工事施行規程第

２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 課 長 等 を い

う。）は、改良工事が完成した場合に

は、速やかに固定資産別経費精算書を

もって工事費の精算を行い、図面を添

えて工事所管課長を経て財務担当課長

に送付しなければならない。 

２  前項の場合においては、財務課長

は、あらかじめ定めた基準に従って間

接費を配賦し、工事費に合わせて固定

資産に振り替えなければならない。 

２ 前項の場合においては、財務担当課

長は、あらかじめ定めた基準に従って

間接費を配賦し、工事費に合わせて固

定資産に振り替えなければならない。 

（建設仮勘定） （建設仮勘定） 

第 106 条 省略 第 106 条 省略 

２ 財務課長は、前項の改良工事が完成

した場合は、速やかに建設仮勘定の精

算を行い、振替伝票を発行し、固定資

産の当該科目に振り替えなければなら

ない。 

２ 財務担当裸長は、前項の改良工事が

完成した場合は、速やかに建設仮勘定

の精算を行い、振替伝票を発行し、固

定資産の当該科目に振り替えなければ

ならない。 

（固定資産への振替手続） （固定資産への振替手続） 

第 108 条 財務課長は、第 105 条第１項の

規定により送付を受けた固定資産別経

第 108 条 財務担当課長は、第 105 条第１

項の規定により送付を受けた固定資産



    令和６年４月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 382 号      

- 22 - 

 

費精算書及び図面により遅滞なく固定

資産の当該科目に振り替えなければな

らない。 

別経費精算書及び図面により遅滞なく

固定資産の当該科目に振り替えなけれ

ばならない。 

（異動報告） （異動報告） 

第 109 条 各課長は、用途変更、所管替、

所属替及び維持補修工事により固定資

産原簿記載事項に異動を生じたとき

は、固定資産異動報告書を作成し財務

課長に送付しなければならない。ただ

し、組織の改廃により、固定資産が一

括して所管替となる場合は、この限り

でない。 

第 109 条 各課長は、用途変更、所管替、

所属替及び維持補修工事により固定資

産原簿記載事項に異動を生じたとき

は、固定資産異動報告書を作成し財務

担当課長に送付しなければならない。

ただし、組織の改廃により、固定資産

が一括して所管替となる場合は、この

限りでない。 

（貸付手続） （貸付手続） 

第 110 条 財務課長は、固定資産を貸付使

用させようとするときは、当該所属課

長の意見を徴収し、次に掲げる事項を

記載した文書によって企業長の決裁を

受けなければならない。 

第 110 条 財務担当課長は、固定資産を貸

付使用させようとするときは、当該所

属課長の意見を徴収し、次に掲げる事

項を記載した文書によって企業長の決

裁を受けなければならない。 

⑴から⑽まで 省略 ⑴から⑽まで 省略 

（借入手続） （借入手続） 

第 111 条 各課長は、物件の借入れをしよ

うとするときは、次に掲げる事項を記

載した文書を作成し、財務課長を経て

企業長の決裁を受けなければならな

い。 

第 111 条 各課長は、物件の借入れをしよ

うとするときは、次に掲げる事項を記

載した文書を作成し、財務担当課長を

経て企業長の決裁を受けなければなら

ない。 

⑴から⑼まで 省略 ⑴から⑼まで 省略 

（売却等） （売却等） 

第 114 条 財務課長は、固定資産を売却又

は譲与しようとする場合は、次に掲げ

る事項を記載した文書によって企業長

の決裁を受けなければならない。 

第 114 条 財務担当課長は、固定資産を売

却又は譲与しようとする場合は、次に

掲げる事項を記載した文書によって企

業長の決裁を受けなければならない。 

⑴から⑻まで 省略 ⑴から⑻まで 省略 

（事故報告） （事故報告） 

第 115 条 各課長は、天災その他の事由に

より固定資産が滅失し、亡失し、又は

損傷を受けた場合は、遅滞なく財務課

第 115 条 各課長は、天災その他の事由に

より固定資産が滅失し、亡失し、又は

損傷を受けた場合は、遅滞なく財務担
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長を経由して企業長にその旨を報告し

なければならない。 

当課長を経由して企業長にその旨を報

告しなければならない。 

（廃棄又は撤去取壊し） （廃棄） 

第 116 条 固定資産の廃棄又は撤去取壊し

は、当該固定資産が著しく損傷を受け

ていることその他の理由により買受人

がない場合又は売却価格が売却に要す

る費用の額に達しない場合に限るもの

とする。 

第 116 条 固定資産の廃棄は、当該固定資

産が著しく損傷を受けていることその

他の理由により買受人がない場合又は

売却価格が売却に要する費用の額に達

しない場合に限るものとする。 

 （廃棄手続） 

第 117 条 削除 第 117 条 各課長は、固定資産を廃棄しよ

うとするときは、次に掲げる事項を記

載した文書を作成し、財務担当課長を

経て企業長の決裁を受けなければなら

ない。 

 ⑴ 廃棄しようとする事由 

 ⑵ 所在地 

 ⑶ 種別明細 

 ⑷ その他参考事項 

 ２ 財務担当課長は、前項の規定により

固定資産の廃棄の決裁を受けたとき

は、その写しを速やかに当該各課長に

送付しなければならない。 

 （撤去取壊し） 

第 118 条 削除 第 118 条 各課長は、固定資産の撤去取壊

しをしようとするときは、次に掲げる

事項を記載した文書を作成し、財務担

当課長を経て企業長の決裁を受けなけ

ればならない。 

 ⑴ 撤去取壊しをしようとする事由 

 ⑵ 所在地 

 ⑶ 種別明細 

 ⑷ その他参考事項 

 ２ 財務担当課長は、前項の規定により

固定資産の撤去取壊しの決裁を受けた
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ときは、その写しを速やかに当該各課

長に送付しなければならない。 

（除却報告） （除却報告） 

第 119 条 各課長は、売却、譲与、廃棄又

は撤去取壊しにより固定資産を除去し

たときは、速やかに除却報告書を作成

し、財務課長に送付しなければならな

い。 

第 119 条 各課長は、売却、譲与、廃棄又

は撤去取壊しにより固定資産を除去し

たときは、速やかに除却報告書を作成

し、財務担当課長に送付しなければな

らない。 

（貯蔵品への振替） （貯蔵品への振替） 

第 120 条 各課長は、機械、器具その他

これに類する固定資産のうち著しく損

傷を受けていることその他の理由によ

り、その用途に使用することができな

くなったものについては、財務課長の

決裁を受けて、再使用できるものと、

不用となり又は使用に耐えなくなった

ものとに区分し、再使用できるものは

第 70 条第４号の規定に準じて貯蔵品に

振り替えなければならない。 

第 120 条 各課長は、機械、器具その他

これに類する固定資産のうち著しく損

傷を受けていることその他の理由によ

り、その用途に使用することができな

くなったものについては、財務担当課

長の決裁を受けて、再使用できるもの

と、不用となり又は使用に耐えなくな

ったものとに区分し、再使用できるも

のは第 70 条第４号の規定に準じて貯蔵

品に振り替えなければならない。 

（特別償却率） （特別償却率） 

第 124 条 省略 第 124 条 省略 

２ 財務課長は、前項の規定により特別

償却を行ったときは、法定減価償却額

と特別償却額を区分して整理するもの

とする。 

２ 財務担当課長は、前項の規定により

特別償却を行ったときは、法定減価償

却額と特別償却額を区分して整理する

ものとする。 

（減価償却の特例） （減価償却の特例） 

第 125 条 財務課長は、有形固定資産につ

いて、当該資産の帳簿価額が帳簿原価

の 100 分の５に相当する金額に達した後

において規則第 15 条第３項の規定によ

り帳簿価額が１円に達するまで減価償

却を行おうとする場合は、あらかじめ

その年数について企業長の決裁を受け

なければならない。 

第 125 条 財務担当課長は、有形固定資産

について、当該資産の帳簿価額が帳簿

原価の 100 分の５に相当する金額に達し

た後において規則第 15 条第３項の規定

により帳簿価額が１円に達するまで減

価償却を行おうとする場合は、あらか

じめその年数について企業長の決裁を

受けなければならない。 

（減損に係る会計処理） （減損に係る会計処理） 

第 126 条 財務課長は、固定資産であっ

て、事業年度の末日において予測する

第 126 条 財務担当課長は、固定資産であ

って、事業年度の末日において予測す
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ことができない減損が生じたもの又は

次条に定めるところにより減損損失を

認識すべきものについて、その時の当

該固定資産の帳簿価額から当該生じた

減損による損失又は認識すべき減損損

失の額を減額した額を当該固定資産の

帳簿価額として付し、減損に係る会計

処理を行わなければならない。 

ることができない減損が生じたもの又

は次条に定めるところにより減損損失

を認識すべきものについて、その時の

当該固定資産の帳簿価額から当該生じ

た減損による損失又は認識すべき減損

損失の額を減額した額を当該固定資産

の帳簿価額として付し、減損に係る会

計処理を行わなければならない。 

（減損損失の認識） （減損損失の認識） 

第 127 条 省略 第 127 条 省略 

２ 財務課長は、前項の判定により減損

損失を認識した固定資産について、減

損損失の額を測定しなければならな

い。 

２ 財務担当課長は、前項の判定により

減損損失を認識した固定資産につい

て、減損損失の額を測定しなければな

らない。 

（原簿） （原簿） 

第 128 条 財務課長は、所管に属する固定

資産台帳、図面及び附属書類を備え、

固定資産の増減、減価償却に関する事

項及び固定資産の現状を常に明らかに

しておかなければならない。 

第 128 条 財務担当課長は、所管に属する

固定資産台帳、図面及び附属書類を備

え、固定資産の増減、減価償却に関す

る事項及び固定資産の現状を常に明ら

かにしておかなければならない。 

（原簿の整理） （原簿の整理） 

第 129 条 財務課長は、固定資産に増減異

動を生じた場合は、次の証ひょう又は

報告書類に基づき速やかに台帳を整理

しなければならない。 

第 129 条 財務担当課長は、固定資産に増

減異動を生じた場合は、次の証ひょう

又は報告書類に基づき速やかに台帳を

整理しなければならない。 

⑴から⑸まで 省略 ⑴から⑸まで 省略 

（実地照合） （実地照合） 

第 132 条 財務課長は、毎年１回固定資産

につき次の事項を照合し、その一致を

確認しなければならない。 

第 132 条 財務担当課長は、毎年１回固定

資産につき次の事項を照合し、その一

致を確認しなければならない。 

⑴及び⑵ 省略 ⑴及び⑵ 省略 

（固定資産明細書） （固定資産明細書） 

第 133 条 財務課長は、台帳に基づき毎年

度固定資産明細書を４月 30 日までに作

成し、企業長に提出しなければならな

い。 

第 133 条 財務担当課長は、台帳に基づき

毎年度固定資産明細書を４月 30 日まで

に作成し、企業長に提出しなければな

らない。 
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 （予算単価表） 

第 138 条 削除 第 138 条 経営管理課長は、毎年 10 月現

在にて共通物件の予算単価表を作成

し、速やかに各課長に送付するものと

する。 

 ２ 前項の予算単価表に定めのないもの

又はこれにより難いものについては、

各課長が単価を算定するものとする。 

（予算編成方針） （予算編成方針） 

第 139 条 経営企画課長は、翌年度の予算

編成方針について企業長の決裁を受け

なければならない。 

第 139 条 経営管理課長は、翌年度の予算

編成方針について企業長の決裁を受け

なければならない。 

（予算要求書） （予算要求書） 

第 140 条 各課長は、その所管区分により

毎年度予算区分に従い予算要求書を作

成し、定められた期日までに要求資料

を添付して経営企画課長に提出しなけ

ればならない。 

第 140 条 各課長は、その所管区分により

毎年度予算区分に従い予算要求書を作

成し、定められた期日までに要求資料

を添付して経営管理課長に提出しなけ

ればならない。 

（予算原案等の企業長への提出） （予算原案等の企業長への提出） 

第 141 条 経営企画課長は、予算原案及び

予算に関する説明書並びに参考資料を 1

2 月末日までに企業長に提出するものと

する。この場合において、予算に関す

る説明書のうち予定キャッシュ・フロ

ー計算書の作成は、間接法によるもの

とする。 

第 141 条 経営管理課長は、予算原案及び

予算に関する説明書並びに参考資料を 1

2 月末日までに企業長に提出するものと

する。この場合において、予算に関す

る説明書のうち予定キャッシュ・フロ

ー計算書の作成は、間接法によるもの

とする。 

（予算の執行） （予算の執行） 

第 142 条 経営企画課長は、企業の適切な

経営管理を確保するために必要な計画

を予算の範囲内で、款、項、目及び節

に区分して作成し、企業長の決裁を受

けて執行するものとする。 

第 142 条 経営管理課長は、企業の適切な

経営管理を確保するために必要な計画

を予算の範囲内で、款、項、目及び節

に区分して作成し、企業長の決裁を受

けて執行するものとする。 

 （予算の実施計画及び執行状況報告） 

第 143 条 削除 第 143 条 各課長は、毎月末に翌月から３

か月の予算実施計画を立て、予算の執
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行状況報告とともに経営管理課長に送

付しなければならない。 

 ２ 経営管理課長は、前項の予算実施計

画及び執行状況報告書の総括表並びに

毎月末資金収支執行状況を作成しなけ

ればならない。 

（流用の手続） （流用の手続） 

第 144 条 各課長は、予算の定めるところ

により流用しようとする場合には、そ

の科目の名称及び金額、流用しようと

する事由等を記載した文書によって経

営企画課長を経て企業長の決裁を受け

なければならない。 

第 144 条 各課長は、予算の定めるところ

により流用しようとする場合には、そ

の科目の名称及び金額、流用しようと

する事由等を記載した文書によって経

営管理課長を経て企業長の決裁を受け

なければならない。 

（予算超過の支出） （予算超過の支出） 

第 145 条 経営企画課長は、地方公営企業

法（昭和 27 年法律第 292 号）第 24 条第

３項の規定により、業務量の増加によ

り業務のため直接必要な経費に不足を

生じた場合において増加する収入に相

当する金額を当該業務のため直接必要

な経費に使用しようとするときは、使

用しようとする経費の名称、金額及び

使用しようとする事由等を記載した文

書によって企業長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

第 145 条 経営管理課長は、地方公営企業

法（昭和 27 年法律第 292 号）第 24 条第

３項の規定により、業務量の増加によ

り業務のため直接必要な経費に不足を

生じた場合において増加する収入に相

当する金額を当該業務のため直接必要

な経費に使用しようとするときは、使

用しようとする経費の名称、金額及び

使用しようとする事由等を記載した文

書によって企業長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

（予算の繰越し） （予算の繰越し） 

第 146 条 各課長は、建設又は改良に関す

る予算のうち翌年度に繰り越して使用

する経費の金額については、その事項

ごとにその事由を明らかにして繰越説

明書を作成し、経営企画課長に提出し

なければならない。 

第 146 条 各課長は、建設又は改良に関す

る予算のうち翌年度に繰り越して使用

する経費の金額については、その事項

ごとにその事由を明らかにして繰越説

明書を作成し、経営管理課長に提出し

なければならない。 

２ 経営企画課長は、前項の書類を３月

20 日までに企業長に提出しなければな

らない。 

２ 経営管理課長は、前項の書類を３月

20 日までに企業長に提出しなければな

らない。 

（決算の調製） （決算の調製） 
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第 148 条 決算の調製に関する事務は、財

務課長が行う。 

第 148 条 決算の調製に関する事務は、財

務担当課長が行う。 

（日次決算） （日次決算） 

第 149 条 財務課長は、毎日日計表を作成

しなければならない。 

第 149 条 財務担当課長は、毎日日計表を

作成しなければならない。 

（月次決算） （月次決算） 

第 150 条 財務課長は、毎月末日において

合計残高試算表及び資金予算表を作成

し、翌月 20 日までに企業長に提出しな

ければならない。 

第 150 条 財務担当課長は、毎月末日にお

いて合計残高試算表及び資金予算表を

作成し、翌月 20 日までに企業長に提出

しなければならない。 

（決算資料の送付） （決算資料の送付） 

第 151条 各課長は、毎事業年度経過後 20

日以内に次に掲げる事項につき必要な

資料を財務課長に送付しなければなら

ない。 

第 151条 各課長は、毎事業年度経過後 20

日以内に次に掲げる事項につき必要な

資料を財務担当課長に送付しなければ

ならない。 

⑴から⑶まで 省略 ⑴から⑶まで 省略 

（決算整理） （決算整理） 

第 152 条 財務課長は、毎事業年度経過後

速やかに、振替伝票により次に掲げる

事項について決算整理を行わなければ

ならない。 

第 152 条 財務担当課長は、毎事業年度経

過後速やかに、振替伝票により次に掲

げる事項について決算整理を行わなけ

ればならない。 

⑴から⑹まで 省略 ⑴から⑹まで 省略 

（帳簿の締切り） （帳簿の締切り） 

第 153 条 財務課長は、前条の規定により

決算整理を行った後、各帳簿の勘定の

締切りを行うものとする。 

第 153 条 財務担当課長は、前条の規定に

より決算整理を行った後、各帳簿の勘

定の締切りを行うものとする。 

（決算報告書等の提出） （決算報告書等の提出） 

第 154条 財務課長は、毎事業年度５月 10

日までに次に掲げる書類を作成し、証

書類を添えて企業長の決裁を受けなけ

ればならない。この場合において、キ

ャッシュ・フロー計算書の作成は、予

定キャッシュ・フロー計算書と同じ方

法によるものとする。 

第 154 条 財務担当課長は、毎事業年度５

月 10 日までに次に掲げる書類を作成

し、証書類を添えて企業長の決裁を受

けなければならない。この場合におい

て、キャッシュ・フロー計算書の作成

は、予定キャッシュ・フロー計算書と

同じ方法によるものとする。 

⑴から⑾まで 省略 ⑴から⑾まで 省略 

別表（第 25 条、第 137 条関係） 別表（第 25 条、第 137 条関係） 
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勘定科目表 勘定科目表 

資本勘定 資本勘定 

款 項 目 節 科目区分の説

明 

資本

金 

    

 資本

金 

   

  固有

資本

金 

 地方公営企業

法の適用時に

おける資産の

総額から企業

債、流動負債

及び積立金を

控除した額 

  出資

金 

 構成団体から

の出資金の額 

  組入

資本

金 

 剰余金から資

本金に組み入

れた額 

剰余

金 

    

 資本

剰余

金 

   

  補助

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた補助

金 

  他会

計負

担金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた他会

計負担金 

  受贈

財産

 償卸資産以外

の固定資産の

款 項 目 節 科目区分の説

明 

資本

金 

    

 資本

金 

   

  固有

資本

金 

 地方公営企業

法の適用時に

おける資産の

総額から企業

債、流動負債

及び積立金を

控除した額 

  出資

金 

 構成団体から

の出資金の額 

  組入

資本

金 

 剰余金から資

本金に組み入

れた額 

剰余

金 

    

 資本

剰余

金 

   

  補助

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた補助

金 

  他会

計負

担金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた他会

計負担金 

  受贈

財産

 償卸資産以外

の固定資産の
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評価

額 

贈与を受けた

財産の評価額 

  寄附

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた寄附

金 

  工事

負担

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた工事

負担金 

  保険

差益 

 固定資産の帳

簿価額と当該

固定資産の滅

失により保険

契約に基づい

て受け取った

保険金との差

額 

  その

他資

本剰

余金 

 上記以外の資

本剰余金 

 利益

剰余

金 

   

  減債

積立

金 

 企業債の償還

に充てるため

に積み立てた

額 

  利益

積立

金 

 欠損金をうめ

るために積み

立てた額 

  建設

改良

積立

金 

 建設又は改良

のために積み

立てた額 

評価

額 

贈与を受けた

財産の評価額 

  寄附

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた寄附

金 

  工事

負担

金 

 償却資産以外

の固定資産の

取得又は改良

に充てた工事

負担金 

  保険

差益 

 固定資産の帳

簿価額と当該

固定資産の滅

失により保険

契約に基づい

て受け取った

保険金との差

額 

  その

他資

本剰

余金 

 上記以外の資

本剰余金 

 利益

剰余

金 

   

  減債

積立

金 

 企業債の償還

に充てるため

に積み立てた

額 

  利益

積立

金 

 欠損金をうめ

るために積み

立てた額 

  建設

改良

積立

金 

 建設又は改良

のために積み

立てた額 
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  当年

度未

処分

利益

剰余

金

（当

年度

未処

理欠

損

金） 

 当年度末にお

ける繰越利益

剰余金（繰越

欠損金）の額

に当年度の純

利益（純損

失）の金額を

加減した額 

   繰越

利益

剰余

金年

度末

残高

（繰

越欠

損金

年度

末残

高） 

前年度未処分

利益剰余金

（前年度未処

理欠損金）の

額から前年度

利益剰余金処

分額（前年度

欠損金処理

額）を控除し

て得た繰越利

益剰余金（繰

越欠損金）の

額 

   当年

度純

利益

（当

年度

純損

失） 

当年度の損益

取引の結果発

生した純利益

（純損失）の

額 

   その

他未

処分

みなし償却制

度の廃止に伴

う経過措置に

  事業

運営

基金

積立

金 

 事業運営基金

条例に基づき

積み立てた額 

  当年

度未

処分

利益

剰余

金

（当

年度

未処

理欠

損

金） 

 当年度末にお

ける繰越利益

剰余金（繰越

欠損金）の額

に当年度の純

利益（純損

失）の金額を

加減した額 

   繰越

利益

剰余

金年

度末

残高

（繰

越欠

損金

年度

末残

高） 

前年度未処分

利益剰余金

（前年度未処

理欠損金）の

額から前年度

利益剰余金処

分額（前年度

欠損金処理

額）を控除し

て得た繰越利

益剰余金（繰

越欠損金）の

額 

   当年

度純

利益

（当

年度

純損

失） 

当年度の損益

取引の結果発

生した純利益

（純損失）の

額 
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利益

剰余

金変

動額 

より資本剰余

金から振り替

えた未処分利

益剰余金の額 
 

   その

他未

処分

利益

剰余

金変

動額 

みなし償却制

度の廃止に伴

う経過措置に

より資本剰余

金から振り替

えた未処分利

益剰余金の額 
 

備考  
１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。  
２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  
３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。  
 

 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

                                          

阪神水道企業団管理規程第４号 

 

阪神水道企業団分課規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月 29 日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団分課規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団分課規程（平成18年管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後  改 正 前  

（部、課等の設置）  （部、課等の設置）  

第１条 企業長の権限に属する事務を処

理させるため、次の部、課、場、セン

ター、所、室及び係（以下「部、課

等」という。）を置く。  

第１条 企業長の権限に属する事務を処

理させるため、次の部、課、場、セン

ター、所、室及び係（以下「部、課

等」という。）を置く。  

総 務 部  総 務 部  

総務課 省略  総務課 省略  

経営企画課  経営管理課  

経営管理係  経営管理係  

企画調整課  出 納 係  
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情報システム係  管 財 係  

財 務 課  企画調整課  

財 務 係  企画調整係  

管 財 係  情報システム係  

水質試験所  水質試験所  

事 務 係   

調 査 係  調 査 係  

検 査 係  検 査 係  

（事務分掌）  （事務分掌）  

第７条 部、課等においては、次の事務

を分掌する。  

第７条 部、課等においては、次の事務

を分掌する。  

総 務 部  総 務 部  

総 務 課  総 務 課  

総 務 係  総 務 係  

⑴から⑻まで 省略  ⑴から⑻まで 省略  

⑼ 国その他外部関係機関及び

構成団体との連絡調整（危機

時の連絡調整を含み、他の課

所 の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）に関すること。 

⑼ 国その他関係機関との連絡

調整に関すること。  

⑽ 阪神水道企業団運営協議会

に関すること。 

 

⑾ 訴訟に関すること。  ⑽ 訴訟に関すること。  

⑿ 広報に関すること。  ⑾ 広報に関すること。  

⒀ 情報公開に関すること。  ⑿ 情報公開に関すること。  

⒁ 報道機関との連絡に関する

こと。  

⒀ 報道機関との連絡に関する

こと。  

⒂ 災害応援及び受援に関する

こと。  

⒁ 災害応援及び受援に関する

こと。  

⒃ 庁内管理に関すること。  ⒂ 庁内管理に関すること。  

⒄  乗 用 自 動 車 （ 借 上 げ を 含

む。）及び加入電話（専用電

話を除く。）に関すること。  

⒃  乗 用 自 動 車 （ 借 上 げ を 含

む。）及び加入電話（専用電

話を除く。）に関すること。  

⒅ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（総務部

⒄ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（総務部
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総 務 課 契 約 係 （ 以 下 「 契 約

係」という。）の所管に属す

るものを除く。）並びに庶務

に関すること。  

総 務 課 契 約 係 （ 以 下 「 契 約

係」という。）の所管に属す

るものを除く。）並びに庶務

に関すること。  

⒆ 個別外部監査の実施に関す

ること。  

⒅ 個別外部監査の実施に関す

ること。  

⒇ 内部統制に関すること。  ⒆ 内部統制に関すること。  

(21) 他の課、場、センター、所及

び室の所管に属しないこと。  

⒇ 他の課、場、センター、所

及 び 室 の 所 管 に 属 し な い こ

と。  

職 員 係 省略  職 員 係 省略  

契 約 係 省略  契 約 係 省略  

経営企画課  経営管理課  

経営管理係  経営管理係  

⑴ 省略  ⑴ 省略  

⑵ 経営の評価及び分析に関す

ること。  

⑵ 資金計画に関すること。  

 ⑶ 企業債、補助金、借入金等

に よ る 資 金 調 達 に 関 す る こ

と。  

 ⑷ 長期貸付金、基金及び出資

による権利に関すること。  

⑶ 地方公営企業会計制度、資

本制度、会計基準その他会計

に関すること。  

⑸ 地方公営企業会計制度、資

本制度、会計基準その他会計

に関すること。  

⑷ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）並びに庶務に関するこ

と。  

⑹ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）並びに庶務に関するこ

と。  

企画調整係  出 納 係  

⑴ 事業運営に係る基本計画に

関すること。  

⑴ 現金、預金及び有価証券の

運用並びに出納保管に関する

こと。  

⑵ 経営戦略に関すること。  ⑵ 出入金及びその審査に関す

ること。  
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⑶ 分賦金に関すること。  ⑶ 決算に関すること。  

⑷ 構成団体との総合調整（他

の課の所管に属するものを除

く。）に関すること。  

⑷ 出納取扱金融機関に関する

こと。  

⑸ 施設整備計画、職員計画等

を踏まえた長期収支の見通し

に関すること。  

⑸  諸 税 等 の 納 付 に 関 す る こ

と。  

⑹ 水資源に係る総合調整に関

すること。  

⑹ 経営の評価及び分析に関す

ること。  

⑺ 事業認可の申請に関するこ

と。  

 

⑻ 阪神水道企業団経営懇談会

に関すること。  

 

⑼ その他特命事項に関するこ

と。  

 

情報システム係  管 財 係  

⑴ ＤＸの推進に関すること。  ⑴ 財産の取得、借上げ、管理

（事業目的に供しているもの

の管理を除く。）、処分及び

補償並びに不動産の有効活用

に関すること。  

⑵ 情報システム（水運用、水

処理、施設情報に関するもの

及 び 業 務 系 シ ス テ ム を 除

く。）の企画、調整及び運用

管理並びに情報セキュリティ

に関すること。  

⑵ 減価償却に関すること。  

⑶  業 務 改 善 に 係 る 総 合 的 企

画、調整及び推進に関するこ

と。  

⑶ 火災保険に関すること。  

 ⑷ 貯蔵品の管理に関するこ

と。  

 ⑸  不 用 品 の 廃 棄 に 関 す る こ

と。  
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 ⑹ 用地の保全のための境界明

示及び占用、使用等に関する

こと。 

財 務 課  企画調整課  

財 務 係  企画調整係  

⑴ 現金、預金及び有価証券の

運用並びに出納保管に関する

こと。 

⑴ 事業運営に係る基本計画に

関すること。 

⑵ 出入金及びその審査に関す

ること。 

⑵ 財政計画に関すること。 

⑶ 決算に関すること。 ⑶ 分賦金に関すること。 

⑷ 出納取扱金融機関に関する

こと。 

⑷ 構成団体との総合調整（他

の課の所管に属するものを除

く。）に関すること。 

⑸  諸 税 等 の 納 付 に 関 す る こ

と。 

⑸ 水道施設の更新事業に係る

収支の見通しに関すること。 

⑹ 資金計画に関すること。 ⑹ 水資源に係る総合調整に関

すること。 

⑺ 企業債、補助金、借入金等

に よ る 資 金 調 達 に 関 す る こ

と。 

⑺ 事業認可の申請に関するこ

と。 

⑻ 長期貸付金、基金及び出資

による権利に関すること。 

⑻ 阪神水道企業団運営協議会

に関すること。 

⑼ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除

く。）並びに庶務に関するこ

と。 

⑼ 阪神水道企業団経営懇談会

に関すること。 

 ⑽ 構成団体及び外部関係機関

との連絡調整（危機時の連絡

調整を含み、他の課所の所管

に属するものを除く。）に関

すること。 

 ⑾ 課の予算整理、物品の購入

及び修繕に係る事務（契約係

の 所 管 に 属 す る も の を 除
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く。）並びに庶務に関するこ

と。 

 ⑿ その他特命事項に関するこ

と。 

管 財 係  情報システム係  

⑴ 財産の取得、借上げ、管理

（事業目的に供しているもの

の管理を除く。）、処分及び

補償並びに不動産の有効活用

に関すること。 

⑴ ＤＸの推進に関すること。 

⑵ 減価償却に関すること。 ⑵ 情報システム（水運用、水

処理、施設情報に関するもの

及び業務系システムを除く。

以下同じ。）の企画、調整及

び運用管理並びに情報セキュ

リティに関すること。 

⑶ 火災保険に関すること。  ⑶  業 務 改 善 に 係 る 総 合 的 企

画、調整及び推進に関するこ

と。  

⑷  貯 蔵 品 の 管 理 に 関 す る こ

と。  

⑷ 組織管理に関すること。  

⑸  不 用 品 の 廃 棄 に 関 す る こ

と。  

 

⑹ 用地の保全のための境界明

示及び占有、使用等に関する

こと。  

 

技 術 部  技 術 部  

浄水計画課  浄水計画課  

事 務 係 省略  事 務 係 省略  

浄水管理係  浄水管理係  

⑴から⑶まで 省略  ⑴から⑶まで 省略  

 ⑷ 運転管理に係る業務委託に関

すること。  

⑷ 別に定める工事の設計の審査

に関すること。  

⑸ 別に定める工事の設計の審査

に関すること。  
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⑸ 水供給（取水から構成市供給

までの全工程）に係る総合的な

危機管理に関すること。  

⑹ 水供給（取水から構成市供給

までの全工程）に係る総合的な

危機管理に関すること。  

⑹ 給水量の調定に関すること。  ⑺ 給水量の調定に関すること。  

⑺ 給水開始前検査に関するこ

と。  

⑻ 給水開始前検査に関するこ

と。  

 ⑼ エネルギー（水供給に係る動

力）に関すること。  

計 画 係  計 画 係  

⑴から⑷まで 省略  ⑴から⑷まで 省略  

⑷ 機械警備に係る業務委託に

関すること。  

⑷ 施設警備に係る業務委託に

関すること。  

⑸ 省略  ⑸ 省略  

施設管理課  施設管理課  

企 画 係  企 画 係  

⑴から⑼まで 省略  ⑴から⑼まで 省略  

⑽ エネルギー（水供給に係る

動力を含む。）、環境に係る

調査、研究、評価及び分析に

関すること。  

⑽ エネルギー（浄水管理係の

所 管 に 属 す る も の を 除

く。）、環境に係る調査、研

究、評価及び分析に関するこ

と。  

電気設備係 省略  電気設備係 省略  

機械設備係 省略  機械設備係 省略  

工 務 課  工 務 課  

整備第１係  整備第１係  

⑴ 導送配水管路及び施設に係

る改良工事の測量、調査、設

計、実施及び監督に関するこ

と。ただし、技術部各課、各

所及びセンターの所管に属す

るものを除く。  

⑴ 導送配水管路及び施設に係

る改良工事の測量、調査、設

計、実施及び監督に関するこ

と。ただし、整備第２係、技

術部各課、各所及びセンター

の所管に属するものを除く。  

⑵から⑷まで 省略  ⑵から⑷まで 省略  

整備第２係  整備第２係  

⑴ 導送配水管路及び施設に係

る改良工事の測量、調査、設

計、実施及び監督に関するこ

⑴ 甲東ポンプ場及び西宮ポン

プ場より下流側の送配水管路

及び施設に係る改良工事の測
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と。ただし、整備第１係、技

術部各課、各所及びセンター

の所管に属するものを除く。  

量、調査、設計、実施及び監

督に関すること。ただし、技

術部各課、各所及びセンター

の所管に属するものを除く。  

⑵ 省略  ⑵ 省略  

管路維持係 省略  管路維持係 省略  

浄水管理事務所  浄水管理事務所  

⑴から⑺まで 省略  ⑴から⑺まで 省略  

⑻ 所管施設の運転管理に関す

ること。  

 

⑼ 所管施設の工事の設計、実

施及び監督に関すること。た

だし、技術部各課の所管に属

するものを除く。  

⑻ 所管施設の工事の設計、実

施及び監督に関すること。た

だし、技術部各課の所管に属

するものを除く。  

⑽ 浄水場発生物の有効利用に

関すること。  

⑼ 浄水場発生物の有効利用に

関すること。  

⑾ 受導送配水流量計（送水セ

ンターの所管に属するものを

除く。）に関すること。  

 

⑿ 浄水場警備に係る業務委託

に関すること。  

 

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。  

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。  

⑴から⑶まで 省略  ⑴から⑶まで 省略  

送水センター  送水センター  

事 務 係 省略  事 務 係 省略  

送 水 係 省略  送 水 係 省略  

施 設 係  施 設 係  

⑴及び⑵ 省略  ⑴及び⑵ 省略  

⑶ 受送配水流量計（浄水管理

事務所の所管に属するものを

除く。）に関すること。  

 

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。  

所管区域は、次に掲げるとおりとす

る。  

⑴から⑹まで 省略  ⑴から⑹まで 省略  
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水質試験所 省略  水質試験所 省略  

備考  
１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部

分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。  
２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  
３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。  

 

 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                                          

 

阪神水道企業団管理規程第５号 

 

 阪神水道企業団工事施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月 29 日 

 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団工事施行規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団工事施行規程（昭和 54 年管理規程第３号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後  改 正 前  

  

（工事施行手続）  （工事施行手続）  

第５条 工事施行課長は、工事を施行し

ようとするときは、工事（業務委託）

起工書（以下「起工書」という。）に

設計書（積算システムを用いて作成す

る設計書の場合は当該システムの様式

とする。以下同じ。）、図面及び必要

に応じて仕様書並びに計算書その他必

要書類（以下「設計書等」という。）

を添付して工事所管課長に送付し、内

容の審査を受けて総務部経営企画課長

（以下「経営企画課長」という。）及

び総務部総務課長（以下「総務課長」

第５条 工事施行課長は、工事を施行し

ようとするときは、工事（業務委託）

起工書（以下「起工書」という。）に

設計書（積算システムを用いて作成す

る設計書の場合は当該システムの様式

とする。以下同じ。）、図面及び必要

に応じて仕様書並びに計算書その他必

要書類（以下「設計書等」という。）

を添付して工事所管課長に送付し、内

容の審査を受けて総務部経営管理課長

（以下「経営管理課長」という。）及

び総務部総務課長（以下「総務課長」
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という。）を経て企業長の決裁を受け

なければならない。ただし、設計金額

が 1,000 万円以下の工事（改良工事を

除く。以下同じ。）については、起工

書及び設計書等を工事所管課長へ送付

して内容の審査を受けることを要しな

い。 

という。）を経て企業長の決裁を受け

なければならない。ただし、設計金額

が 1,000 万円以下の工事（改良工事を

除く。以下同じ。）については、起工

書及び設計書等を工事所管課長へ送付

して内容の審査を受けることを要しな

い。 

２及び３ 省略 ２及び３ 省略 

（工事出来高報告認定書） （工事出来高報告認定書） 

第 17 条 省略 第 17 条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 工事施行課長は、第 15 条及び第 16

条第１項（前条第２項の規定において

準用する場合を含む。）の規定により

企業長の決裁を受けたときは、速やか

に検収書の写しを経営企画課長に送付

しなければならない。 

３ 工事施行課長は、第 15 条及び第 16

条第１項（前条第２項の規定において

準用する場合を含む。）の規定により

企業長の決裁を受けたときは、速やか

に検収書の写しを経営管理課長に送付

しなければならない。 

  

備考  
１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。  
２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。  
３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。  
 

 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                                          

 

阪神水道企業団管理規程第６号 

 

物品検収規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月 29 日 

 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄  

 

物品検収規程の一部を改正する規程 
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物品検収規程（昭和 32 年管理規程第 10 号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（購入品の検収、受領） （購入品の検収、受領） 

第４条 購入品は、物品検収員が検収

し、直ちに所属の長（以下「所属長」

という。）が受領するとともに、貯蔵

品にあつては入庫票兼検収書を、固定

資産にあつては固定資産取得報告書を

総務部財務課長に送付しなければなら

ない。 

第４条 購入品は、物品検収員が検収

し、直ちに所属の長（以下「所属長」

という。）が受領するとともに、貯蔵

品にあつては入庫票兼検収書を、固定

資産にあつては固定資産取得報告書を

総務部経営管理課長（総務部経営管理

課に財務を担当する主幹を置く場合は

当該主幹）に送付しなければならな

い。 

  

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

                                          

 

阪神水道企業団管理規程第７号 

 

阪神水道企業団公有財産管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年３月 29 日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 吉 田 延 雄  

 

阪神水道企業団公有財産管理規程の一部を改正する規程 

阪神水道企業団公有財産管理規程（昭和 43 年管理規程第２号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 
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（公有財産の分類及び管理） （公有財産の分類及び管理） 

第２条 省略 第２条 省略 

３ 総務部財務課長（以下「財務課長」

という。）は、公有財産の管理に関す

る事務を統括する。 

３ 総務部経営管理課長（総務部経営管

理課に財務を担当する主幹を置く場合

は当該主幹。以下同じ。）（以下「財

務担当課長」という。）は、公有財産

の管理に関する事務を統括する。 

（業務管理） （業務管理） 

第３条 省略 第３条 省略 

２ 普通財産は、財務課長が管理しなけ

ればならない。ただし、企業長が必要

と認めるときは、企業長が指定する各

課長に管理させるものとする。 

２ 普通財産は、財務担当課長が管理し

なければならない。ただし、企業長が

必要と認めるときは、企業長が指定す

る各課長に管理させるものとする。 

（総括事務） （総括事務） 

第５条 財務課長は、次に掲げる公有財

産の管理に関する事務を総括しなけれ

ばならない。 

第５条 財務担当課長は、次に掲げる公

有財産の管理に関する事務を総括しな

ければならない。 

⑴から⑷まで 省略 ⑴から⑷まで 省略 

２ 財務課長は、前項第２号から第４号

までに掲げる事務を行おうとするとき

は所管各課長の意見を聴かなければな

らない。 

２ 財務担当課長は、前項第２号から第

４号までに掲げる事務を行おうとする

ときは所管各課長の意見を聴かなけれ

ばならない。 

３ 財務課長は、公有財産の適正かつ能

率的な運用を図るため必要と認めると

きは、企業長の決裁を得て、各課長に

対し必要な措置を講ずることを要求す

ることができる。 

３ 財務担当課長は、公有財産の適正か

つ能率的な運用を図るため必要と認め

るときは、企業長の決裁を得て、各課

長に対し必要な措置を講ずることを要

求することができる。 

（合議） （合議） 

第６条 省略 第６条 省略 

２ 前項第１号の場合において、所管各

課長は、財務課長に合議しなければな

らない。 

２ 前項第１号の場合において、所管各

課長は、財務担当課長に合議しなけれ

ばならない。 

（報告） （報告） 

第７条 各課長は、所管する公有財産に

次の事項が生じたときは、速やかに、

第７条 各課長は、所管する公有財産に

次の事項が生じたときは、速やかに、
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財務課長あてにその内容を報告しなけ

ればならない。 

財務担当課長あてにその内容を報告し

なければならない。 

⑴から⑶まで 省略 ⑴から⑶まで 省略 

（公有財産台帳） （公有財産台帳） 

第 12 条 財務課長は、公有財産台帳を備

え、必要な事項を記録整理しなければ

ならない。 

第 12 条 財務担当課長は、公有財産台帳

を備え、必要な事項を記録整理しなけ

ればならない。 

（境界標の設置） （境界標の設置） 

第 13 条 財務課長は、土地の境界を確定

する必要があるとき又は隣接地の利害

関係人から境界確定の願い出があると

きは、隣接地の所有者と協議し、境界

の確定を行わなければならない。 

第 13 条 財務担当課長は、土地の境界を

確定する必要があるとき又は隣接地の

利害関係人から境界確定の願い出があ

るときは、隣接地の所有者と協議し、

境界の確定を行わなければならない。 

  

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

◇告     示◇ 
 

阪神水道企業団告示第３号 

令和６年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、令和５年度阪神水道企業

団水道事業会計補正予算は、次のとおりである。 

令和６年３月 22 日  

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

令 和 ５ 年 度 

阪神水道企業団水道事業会計補正予算 

第１条 令和５年度阪神水道企業団水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

第２条 令和５年度阪神水道企業団水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定       

めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 
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阪神水道企業団告示第４号 

令和６年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、阪神水道企業団の分賦金

の分賦割合及び分賦基本水量の一部改正については、次のとおりである。 

 令和６年３月 22 日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 

阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量の一部改正 

 阪神水道企業団の分賦金の分賦割合及び分賦基本水量（昭和 42 年 10 月 14 日議案第６

号議決）の一部を次のように改正する。 
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阪神水道企業団告示第５号 

令和６年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、上水道布設第５期拡張事

業等に係る繰出しについての一部改正については、次のとおりである。 

 令和６年３月 22 日 

阪神水道企業団 

企業長 吉 田 延 雄 
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    令和６年４月 15 日     阪 神 水 道 企 業 団 公 報             第 382 号      

- 51 - 

 

 
阪神水道企業団告示第６号 

 令和６年第１回阪神水道企業団議会定例会において議決された、令和６年度阪神水道企業

団水道事業会計予算は、次のとおりである。 

  令和６年３月 22 日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

令和６年度 

阪神水道企業団水道事業会計予算 

（総  則） 

第１条 令和６年度阪神水道企業団水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入 

 

支    出 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額8,662,884千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

812,385千円及び損益勘定留保資金7,850,499千円で補てんするものとする。）。 

収    入 

 
支    出 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

⑴ 起債の目的   施設整備事業債充当のため  

⑵ 限 度 額     3,939,000 千円  

⑶ 起債の方法   国又は銀行その他から普通貸借の方法により借入れ、財政又は事業の進

捗の都合により、後年度に繰り下げて借入れをすることができる。  

⑷ 利 率        年 4.7％以内  
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⑸ 償還の方法    借入れの翌日から据置期間を含め、40年以内に毎年度元利均等その他の

方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更あるときはその融通条

件に従う。ただし、財政の都合その他によっては定額以上を償還し、又は前

記利率の範囲内で借換えすることができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

る。 

⑴ 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流

用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費

の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 ⑴ 職 員 給 与 費               2,327,947千円 

 ⑵ 交   際   費                  187千円 

（構成団体からの補助金） 

第10条 水道水源施設等建設事業割賦負担金利息及び児童手当の一部に充当するため、構成

団体から補助を受ける金額は、11,978千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、864,689千円と定める。 

 

 


